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１.都市計画マスタープランとは 
都市計画マスタープランとは、住民に最も近い立場にある市町村が都市づくりの課題に対

応しつつ、住民の意見を反映させながら都市づくりの具体的な将来ビジョンを確立し、地域

別のあるべき市街地像、課題に対応した整備方針、都市生活・経済活動等を支える諸施設の

計画等の方向を示すものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 都市計画マスタープランの目的と役割 
都市計画マスタープランは、あくまでも都市の将来像や整備方針を示すビジョンの計画で

あり、即地的かつ具体的な計画内容を示すものではありません。 

都市計画マスタープランは、本町における都市づくりの将来ビジョンを確立し、地域別の

あるべき市街地像、課題に対応して、都市生活・経済活動等を支える諸施設の計画等の整備

方針を定めることから、住民・企業・行政などがこれらのビジョンを共有し協働により都市

づくりを進めることを目標に、これを実現する手法の一つである都市計画（土地利用にかか

わる規制・誘導、都市施設にかかわる事業等）の総合的な指針として定めるものです。土地

利用誘導・規制や都市施設整備などの都市計画の具体的な各施策はこの指針に基づいて実施

していくことになります。 

 

１）都市の将来像の明示 

町全体および日常の生活圏を基本とした地域別の将来像等を示し、多様な主体が共

有する都市づくりの目標を設定します。 

【都市計画法第18条の２】 

（市町村の都市計画に関する基本的な方針） 

第 18 条の２ 市町村は、議会の議決を経て定められた当該市町村の建設に関する基本構

想並びに都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に即し、当該市町村の都市計画に関

する基本的な方針（以下この条において「基本方針」という。）を定めるものとする。 
２ 市町村は、基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、公聴会の開催等住民の意

見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。 
３ 市町村は、基本方針を定めたときは、遅延なく、これを公表するとともに、都道府県

知事に通知しなければならない。 
４ 市町村が定める都市計画は、基本方針に即したものでなければならない。 
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２）市町村が定める都市計画の方針 

将来像を実現する手法の一つとして、本町の定める都市計画の決定・変更の方針を

示します。 

 

３）都市計画の総合性・一体性の確保 

個々の都市計画の相互関係を調整し、都市全体として総合的かつ一体的な都市づく

りを可能にします。 

 

４）住民の理解・具体の都市計画の合意形成の円滑化 

住民を含めた多様な主体が都市の課題や方向性について合意し、そのことにより具

体の都市計画の決定・実現が円滑に進むことが期待できます。 

 

● 計画の位置付け 
河南町都市計画マスタープランは、河南町総合計画、大阪府が策定する都市計画区域

の整備、開発及び保全の方針（以下「都市計画区域マスタープラン」という。）に即し、

河南町の定める都市計画の方針を示すものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

河南町都市計画マスタープラン 

河南町の上位計画 

河南町総合計画 

河南町の分野別計画 等 

・河南町農業振興地域整備計画 

・河南町地域防災計画 

・河南町耐震改修促進計画 

他

関連計画 

整合 

南部大阪都市計画区域マスタープラン 大阪府総合計画 

大阪府の上位計画 

■ 河南町都市計画マスタープランの位置づけ 
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●河南町都市計画マスタープランの対象範囲 
本都市計画マスタープランは、市街地のみならず、町域全体にわたり農地、森林、

自然環境などの土地利用のあり方を検討し、広域的かつ総合的な都市づくりを進める

ことが重要であることから、本町の行政区域（25.26㎢、全域が都市計画区域）を対

象に策定するものです。 
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２．都市計画マスタープランの構成と地域区分 
 本都市計画マスタープランは、全体構想及び地域別構想から構成します。なお、それぞれ

の目的やねらいは次のとおりです。 

 

（１）全体構想 

 全体構想は、都市計画区域全域(町全域)を対象とし、町の将来像や土地利用、都市施設、

住環境等の具体的な方針として次のような内容を定めます。 

 

 

  ●まちづくりの理念や将来の都市像        ●景観等の保全・形成の方針 

  ●人口フレーム等                ●住環境整備や防災等の方針 

  ●土地利用の方針                ●市街地整備の方針 

●道路、公園、下水道等の都市施設整備の方針   ●住民参加の方針  

   

（２）地域別構想 

 地域別構想は、住民の生活の場を単位として、全体構想に基づき、よりきめ細かな方針を

定めるもので、具体的には次のような内容を定めます。 

 

 

●地域づくりの理念や将来の地域の姿 

●全体構想に掲げる土地利用や都市施設等の地域における保全・整備等の方針 

  ●実施する施策の内容（各種事業や地区計画等の活用について）  

 

 

 

  地域の区分については、住民の日常生活圏で 

あり、まちづくりの一つの単位となる小学校区 

を基本として、空間として一体性のある区域を 

一つの地域とみなし、次の４つの地域を設定し 

ます。   
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３.計画期間 
本都市計画マスタープランは、概ね20年後の都市の将来像を展望し、具体の整備について

は概ね10年後の目標を設定します。 

このため、本計画においては、計画初年度平成22（2010）年から 10年後の平成32 (2020) 

年を目標とした計画とします。 
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